
大阪市立大学医学部附属病院

患者総合支援センター

たより

16
第

号

特集

1

医療費は手術や抗がん剤治療等の場合、10割負担で100万円以上かかることもあります。

その場合、3割負担でも約30万円ほど医療費が発生することになります。

ひと月30万円の負担が患者さんの日常生活を苦しめることは容易に想像できると思います。

そのような患者さんに対し、相談窓口では『高額療養費』制度のことを説明し、

活用してもらうことで少しでも生活が楽になるようにサポートしています。
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制度・費用相談 ≪高額療養費制度 ≫
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約２１万３千円の出費を防ぐことができました。

「高額療養費制度」のおかげで

• 年 齢 ： 50歳 （女性）

• 年 収 ： 約700万円

• 公的健康保険：協会けんぽ（3割負担）

〔活用例〕 患者プロフィール

制度の活用例 100万円の抗がん剤治療を受けた場合

「高額療養費制度」を活用すると

約 30 万円の自己負担(3割負担)が約 8 万 7 千円になります。

その額なら

<高額療養費制度が活用できない場合>

厳しい・・・

<高額療養費制度が活用できる場合>

※ 自己負担限度額は治療を受けた人の年齢と所得水準に

よって異なります。詳しくは次ページをご参照ください。

※

『高額療養費制度』は医療費の家計負担が重くならないよう支払う医療費が

1ヵ月（1日～月末まで）の限度額を超えた場合、その超えた額は公的医療保険が

負担することによって、自己負担額を軽くする制度です。

※ 自己負担限度額は治療を受けた人の年齢と所得水準に

よって異なります。詳しくは次ページをご参照ください。



自己負担限度額一覧
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年 齢 ： 50歳 （女性）

年 収 ： 約700万円

P2で例にあげた女性の患者さん（治療費：100万円）の限度額はこちらでした。

80,100円＋（1,000,000円 - 267,000）×1％

80,100円＋7330円＝87430円

『高額療養費制度』を活用する場合は治療を受ける前に

ご自身の加入している公的医療保険に申請していただくことをおすすめしています。

治療後に申請も可能ですが、窓口で一旦立替払いする必要があり、

お金が戻ってくるまでに３～４カ月かかります。

※ 詳しくは当院の費用・相談窓口もしくはご自身の加入している公的医療保険にお問い合わせください。

加 入 保 険

健康保険証

<高額療養費制度の活用方法>

出典：厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf



Q１.どのような医療費が高額療養費制度の対象となりますか。

高額療養費には条件がございますが、 『世帯合算』や『多数回該当』など

さらに負担を軽くするしくみもございます。

他の公的な助成制度が適用となる場合もございますので、一度ご相談ください。

保険適用される診療に対し、患者さんが支払った自己負担額が対象です。

『食費』『居住費』『差額ベッド代』『先進医療にかかる費用』等は、

高額療養費の対象とされていません。

高 額 療 養 費 Q and  A

条件はございますが、2か所以上の病院の医療費合計を高額療養費の対象として

後日申請できます。『病院1か所の医療費が21,000円以上』、『2か所以上の病院の

医療費合計が、高額療養費の区分による限度額以上になっていること。』の２条件を

満たしていれば高額療養費の還付申請をすると、限度額を超えていた額が医療保険

から返ってきます。

あります。同じ医療機関でも『医科』と『歯科』、『入院』と『外来』は区別されます。

下記の例では同額ですが、入院・外来で自己負担限度額が異なる場合もございます。

Q２.複数の病院でかかった医療費がある場合は、どうなるのでしょうか。

Q３.高額療養費の自己負担限度額以上に負担を軽くすることはできますか。

Q４.高額療養費制度対象の医療に「入院」や「外来」の区別はあるのでしょうか。

80,100円＋（1,000,000円 - 267,000）×1％

外来費

80,100円＋7330円＝87430円

入院費

80,100円＋（1,000,000円 - 267,000）×1％

80,100円＋7330円＝87430円

＜内訳＞
年 齢 ： 50歳 （女性）

年 収 ： 約700万円

ひと月の自己負担計 ： 174,860円

（外来費・入院費それぞれの自己負担限度額を支払うことになります。）

例 患者さんがひと月に入院治療費100万円、外来100万円かかった場合
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月曜日～金曜日 9:00～19:00

電話：06–6645–2877 FAX：06–6646–6215

ご予約方法

『診察予約申込書（診療情報提供書）』をご作成のうえFAXにてお申し込みください。

医療連携登録医の方はWeb予約も可能です。

詳しくは、当院の地域医療連絡室のHPをご覧ください。

URL：http://www.hosp.med.osaka-cu.ac.jp/health_professionals/area.shtml

令和2年2月以来の約２年ぶりにハイブリット（会場＋オンライン）で開催することができました。

第44回 大阪市大における医療連携

『 Face - to - Faceの会 』

日時 令和3年11月13日（土）

場所 あべのハルカス会議室25階

次月の広報誌発刊の際、配信のご案内をいたします。

オンデマンド配信決定

木


